
                                                       

                                                    

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●市がテーマを設定して募集 

阪南市市民協働事業提案制度 

平成２９年度募集案内 

●市民協働事業提案制度とは 

 地域課題や公共サービスについて、行政や市民活動団体が単独で実施するより

も、両者が協力・連携することによって、さらに効果が上がる事業について、提

案するための制度です。 

 事業の企画段階から提案することで、地域の実情や市民ニーズを把握している

市民活動団体がもつノウハウや技術、専門性をいかして取り組むことができます。 

 地域社会を活性化し、暮らしやすいまちをつくるために、皆さんの提案をお待

ちしております。 

●提案制度の相談は市民活動センター夢プラザへ 

開館時間 ９時～１７時 

休館日  月曜日・祝日（月曜日が祝日の時は翌火曜日が休館） 

電話   ０７２―４７３―１０３０ 

募集テーマ１ 「阪南市総合計画（後期基本計画）」の啓発事業 

担当課：みらい戦略室 

平成２９年４月に総合計画（後期基本計画）を完成する予定です。 

「施策のめざす姿」の実現に向け、取り組んでいるところですが、市民の

みなさんに対する「総合計画」の周知が十分に図られていない現状です。 

まちづくりの仕組みについて、市民のみなさんにわかりやすく説明すること

が必要であり、特にこれからのまちづくりの主役を担う若い世代に対して市

政への参画意識を高めてもらう必要があります。「総合計画（後期基本計画）」

を市民の皆さんに理解していただき、浸透させるためには、わかりやすく親

しみやすい仕組みづくりが必要と考えています。 

 

現状と課

題 

テーマの

ねらい 

 総合計画（後期基本計画）」に興味をもっていただき、老若男女に親しみを

もってもらえるよう、「総合計画（後期基本計画）」のＰＲ版（マンガ等）を

作成し、「市のめざす姿」、「市役所の役割」、「市民の役割」を市民に理解して

いただく。 

 
担当課か

らのメッ

セ―ジ 

 楽しみながら、普及活動を一緒にしませんか。 

みなさんからの 

提案をお待ちしております。 
 

※こちらは募集案内です。 

興味をお待ちになられた方は、詳しくは、募集要項をご覧ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 募集区分 ４ 応募から実施までの流れ 

３ 提案・応募できる事業について 

５ 提出書類  （注）提出いただいた書類は返却しません。 

①法令、条例等に違反するもの 

②営利を主たる目的とするもの 

③公序良俗に反するもの 

④市の施策への要望並びに団体の

運営への支援を求めるもの 

  

①協働事業の応募・受付      ４月３日～５月３１日 

②書類審査            ６月上旬～６月下旬 

③事前協議            ７月上旬～７月下旬  

④公開プレゼンテーション     ７月下旬から８月上旬ごろ 

⑤成案化候補事業の決定      ９月上旬ごろ 

⑥成案化に向けた事業の協議    ９月中旬～ 

⑦事業の実施           平成３０年４月～ 

 提案・応募できる団体は、次の要件をすべて満たしていることが必要です。複数の団体で事業を提案・

応募する場合は、主となる団体が下記の要件をすべて満たしていることが必要です。 

①市内に事務所又は活動拠点があり、市内で市民公益活動を行っており、団体（事業者含む。）として

原則として５人以上で構成し、１年以上の活動実績があること。 

②組織の運営に関する定款、規約又は会則等があること。 

③適切な会計処理が行われている団体であること。 

④原則として、市より団体の運営に関する補助金の交付を受けていない団体（市から組織運営に関する

補助金を交付されていない団体）であること。 

⑤本市職員や市議会議員等が、役員等組織の意思決定に関与できる立場にある団体でないこと。 

⑥暴力団でないこと、暴力団若しくは暴力団員の統制下にある団体でないこと。 

⑦その他公序良俗に反する団体でないこと。 

Ａ「市民自由提案部門」 

市民公益活動団体の自由な発想によって具体的な協働事業を提案するもの 

 

Ｂ「市設定テーマ部門」 

市が提示したテーマに対して市民公益活動団体が具体的な協働事業を提案するもの 

（今年度の募集テーマについては、裏面に記載しています） 

２ 提案・応募できる団体について 

①事業を提案した市民公益活動団体が当該事業を企画

し、市との協働により実施することが可能な事業であ

ること。 

②協働の役割分担が明確かつ適正で、協働で実施するこ

とにより相乗効果を生み出すことができ、具体的な効

果や成果が期待できる事業であること。 

③予算の見積り等が適正である事業であること。 

④阪南市総合計画の方向性に沿った事業であること。 

総務部市民協働まちづくり振興課（本庁 2 階・23 番窓口）に持参、 

郵送（〒599-0292）、またはメール( machi@city.hannan.lg.jp )にて、 

応募してください。   

※平成２９年５月３１日（水）必着 

※開庁時間は月曜日から金曜日（祝日を除く） ８時４５分～１７時１５分 

提案・応募時に必要な書類は、次のとおりです。 

①阪南市市民協働事業提案申込書（様式第１号） 

②阪南市市民協働事業企画書（様式第２号） 

③団体概要書（様式第３号） 

④団体の定款、規約又は会則その他これらに類するもの 

⑤団体の役員名簿（名前、住所、団体での役職名、経歴及び活動がわかるもの） 

⑥団体の経営状況を示す資料（当該年度の予算書、前年度の収支決算書） 

⑦団体の活動状況を示す資料（当該年度の事業計画書、前年度の事業報告書） 

⑧その他市長が必要と認める書類（会報、新聞の切抜、活動の様子の写真など） 

応募の対象となる事業 応募の対象と 

ならない事業 

６ 提出方法  

この制度は、市民活動団体から提案するものと、市（行政）から募集する、２通りがあります。 


